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札幌大学教職員組合ニュース 

No.３ 2018 年 12 月 3 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

１０月３０日に過半数代表者選出及び労働協約に関する団体

交渉を開催 

 

組合より法人に対して団体交渉開催要求を提出 

前号組合ニュースで、組合は１０月１１日に過半数代表者の選出に関する要求書を法人に提出し、

１６日に受け取った法人からの回答書についてお知らせしました。その後の２３日に突然公示が出さ

れ、選挙管理委員長を始めとする選挙管理委員全員が辞任するという通知が出されました。 

こうした事態を受けて、組合はすぐに以下の３つの項目を挙げて、団体交渉の開催を要求しました。 

 

２０１８年１０月２５日 

２０１８札労組－１９ 

学校法人札幌大学 

  理事長 荒川 裕生 様 

札幌大学教職員組合      

  執行委員長 佐藤 郁夫 

  団体交渉開催に関する要求書 

 

下記の各項目について、団体交渉開催を要求します。誠実に対応されるように求めます。 

１．学校法人札幌大学労働者の過半数代表者の選出は、組合主導とすることを要求する。 

 【理由】 

１０月２３日付けで出された「３６協定に伴う学校法人札幌大学労働者の過半数代表選出選挙

について」と題する公示文書には、一連の選挙の混乱を引き起こした責任を取って委員長が辞任

し、その他の委員も連帯責任を取って辞任したとある。 

  しかし、一連の選挙の混乱の責任は、選挙管理委員会だけではなく、彼らの選出根拠となった

要領の作成と施行の決定を行った法人・事務局側にもある。選挙管理委員会の委員全員の辞任、

とりわけ、組合が就任に反対を繰り返し主張していた総務部長の辞任は重く受け止めるべきであ

り、この事実は法人・事務局側主導の選出の行き詰まりを象徴するものである。 

また、組合は法人・事務局側が主導する過半数代表者の選出選挙の実施には同意していない。 

  以上の理由から、労働者の過半数代表者の選出方法について、労働者の団体である組合が主導

する方法に改めることを要求する。 

 

２．２０１８札労組－１８号文書にある要求への回答を再度求める。 

 【理由】 

  法人・事務局側が作成し、７月９日に制定した要領に基づいて実施された一連の選挙結果につ

いて、これまで労基署は二度にわたって受理しなかった。これは要領に不備があったからである。
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上記「１．」と関連して、労働者の過半数代表者の選出には、労働者の団体である組合が作成した

要領に基づいて行われるべきである。 

  以上の理由から、２０１８札労組－１８文書の「１．学校法人札幌大学労働者の過半数代表者

の選出に関して、新たな選出要領を組合が作成することを要求する。」への回答を再度求める。 

 

３．２０１８札労組－１７号文書にある要求への回答を再度求める。 

 【理由】 

  １０月１６日付け札大総第２３６号文書の回答は、２月１６日付け札大運第２９６号文書とほ

ぼ同内容であり、昨年９月１３日に組合より「労働協約（組合案）」を提示したものの、いまだに

その回答が無い理由が記されていない。なぜここまで回答が遅くなるのか？その理由についての

説明を要求する。 

以上 

上記について、決定権限を有する理事長・専務理事の出席を前提とした、１０月３０日（火曜日）

１８時からの団体交渉の開催を要求する。団交開催に関する組合への回答は、１０月２６日（金曜日）

１７時までに書記長に連絡のこととする。 

 

法人からは、２９日（月曜日）に団交開催に応じるとの回答がありました。 

 

１０月３０日に過半数代表者の選出および労働協約に関して団体交渉を開催 

組合は団体交渉に決定権限を持つ理事長や専務理事の出席を要求していましたが、法人側から理事

者で出席したのは武田理事だけでした。武田理事は「自分は理事長から団体交渉における決定権限の

委任を受けている」と述べました。そうした委任状は昨年度１１月の期末勤勉手当に関する団交の時

に出されたものです。それが今でも有効であり、何のテーマであっても理事長に代わって決定権限が

あるのだと主張しました。通常、会議に出席できない時に出す委任状は、その都度提出されるもので

あり、長期間にわたって何度でも何のテーマでも使える委任状など聞いたこともありません。ここで

も、法人が恣意的にルールをゆがめ、自分勝手に交渉ルールを作り出す、ご都合主義な態度が良く出

ています。 

 

１．過半数代表者の選出および要領の作成について（要求項目１と２） 

まず、組合側は「過半数代表者の選出について、今度は組合が要領を作成し、限られたスケジュー

ルを考えると、労働者大会を開催したほうがいいとも考えている。組合が中心となって要領の作成か

ら代表者の選出までやりたいが、法人の考えを聞きたい」と質問したところ、法人側出席者の武田理

事は「３６協定書の取り扱いについて、労基署からその検討結果がまだ来ていないので、判断待ちの

状態だ。過半数代表者の選出や要領の作成についてはすべて仮定の話になる。仮定の話については、

回答できない。」との回答でした。 

そこで、組合側より「１０月５日に労基署に提出した３６協定書はどうなったのか、いつ頃受理さ

れるのか見通しはないのか？」と質問しました。法人側は「３６協定書の受理は『保留』となってい

る。労基署が預かっている状態だ。」と答えたので、組合側が「教職員向けの通知では『今月中』とな

っていたが、今日（１０月３０日）の時点ですでに１０月も残りわずかだ。いつ頃労基署からの回答

があるのか？『そろそろ来そうだ』というような予測でもついているのか？」と問いただしたところ、

法人側の答えは「労基署からは『今月末の見込み』、『今月末ぐらいになるかもしれない』と言われて

いるだけなので、何時になるか分からない」とのことでした。 

続いて、「労基署の判断がいつ、どうなるのか分からないので、事前に新たな要領の作成などして
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おいたほうがいいのではないか？」と述べると、法人側は「労基署の判断を待ってから検討する。仮

定の話なので、回答できない」と回答しました。さらに組合から「もし労基署から『要領の作成から

選挙をやり直してくれ』と言われた場合はどうするのか。その時になってからゆっくりと要領の作成

をするのか？」と再度質問しましたが、やはり「仮定の話なので、回答できない」という同じ言葉を

くり返すだけでした。 

その後、要領について、組合、法人側と同席していた事務局側との間で、以下のようなやり取りが

ありました。 

 

組 合：（7 月に公示された）選出要領は事務局側で作成したのだろう。事務局側は労働者の範囲に

ついて分かっていないのではないか？ 

事務局：あの（労働者の範囲に関する規定の）第 8 条は組合案から取ったものだ。 

組 合：組合案から都合の良い部分だけを勝手につまみ食いしておいて、何を言っているのか？組

合のせいにするな。 

組 合：確かに組合の当初の要領案には非常勤講師も入っていなかったが、事務折衝で事務局側が

くり返し『労基署に確認したら、非常勤講師は入れなければならないと言われた』と発言し

ていたから、途中から非常勤講師も入れたものを作ったものだ。では聞くが、どうして非常

勤講師についてそちらが労基署に問い合わせた時に、学生アルバイトについても質問しなか

ったのか？自分たちが確認しなったミスの責任を組合に押し付けるな。 

組 合：組合は、派遣労働者法も勘案して、非常勤講師も他に本務校がある者を除くとしたような

条文にしていた。そちらが労基署に聞いてみろと言うから、自分は「労基署に労働者の範囲

を確認したいから、連絡先を教えて欲しい」と理事に連絡して担当者の連絡先を教えてもら

った。その上で、確認したことも盛り込んだ要領を作成するから（公示を）待ってくれと理

事にも言ったのに、こちらが労基署に連絡する前に、法人が勝手に先に進めて事務局が作成

した要領を公示し、選挙を強行してしまったのではないか。（それなのに組合のせいにする

のは）厚顔無恥としか言いようがない。 

 

団体交渉の席上でも法人・事務局側に伝えましたが、過半数代表者は労働者がその選出を決めるも

のであって、使用者である法人が主導すべきものではありません。選出要領についても労使の合意が

必要です。しかし、今回の団体交渉からも、「過半数代表者は労働者がその選出を決めるもの」という

大前提を全く理解していない、理解しようともしない法人側の姿勢が明確となりました。 

この点については、平成３０年１１月９日付けの札大総第２５５号文書の「別添②」の「３６協定

締結に係る経過について」と題する文書にも、全く同様の姿勢が顕著に表れています。同文書の経過

を書いた部分では、法人・事務局側にとって都合のいい部分だけを並べて、事実をねじ曲げた「経過」

を述べています。ここからは、法人・事務局側による組合に対する責任転嫁がはなはだしく、自らの

誤りを認めて、今後の労使関係の改善を図ろうという意欲は全く見られません。むしろ「今後も組合

無視を続けます」と宣言しているような内容です。救済命令による２度のポストノーチスを繰り返し

ても、法人は不当労働行為の姿勢を改善することもないのですから、それこそ厚顔無恥としか言いよ

うがありません。 

 

２．労働協約（組合案）に１年以上たっても何も回答がない理由について（要求事項３） 

つぎに、労働協約（組合案）に対して法人から何の返答も来ない理由について質問しました。法人

側は、１０月１６日付け札大総第２３６号文書の回答のままだと答えました。 

これに対して組合から、「こちらは話し合いの進め方の認識云々を聞いているのではなくて、どう

して回答がこんなに遅いのか？と質問している。その回答としては『まだ検討していない』とか、『労
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協を締結する気が無いからだ』というような回答になるはずだ。それなのに、話し合いルールに対す

る認識しか返ってこない。これでは回答になっていない。ちなみに聞くが、組合案について、一度で

も検討したことがあるのか？」と述べたところ、法人側からは「検討はしている」との回答がありま

した。 

そこで、組合は「事務折衝するにしても、検討材料がなくてどうやって事務折衝に臨めるのか？」

「こちらから出した労協の案について何のレスポンスもない。何もなければ、こちらとしては『ああ、

捨てられたのかな』としか思いようがない。しかも１年間も放っておかれて、その間の回答内容は全

部同じものしか返ってこないではないか。」と述べました。 

ところで、１０月１６日付け札大総第２３６号文書には以下のような一文がありました。 

 

法人としては、貴組合との話し合いが円滑に行えるよう、団体交渉の進め方などを定める労働

協約を締結したい考えであり、また、教職員の勤務条件に関する事項については、都度、貴組合

及び過半数代表者と協議したいと考えております。 

 

この内容について次のように法人の見解を問いました。 

 

組 合：ここに「教職員の勤務条件に関する事項については、都度、貴組合及び過半数代表者と協

議したい」と書いてあるが、組合は交渉権があるから協議できるが、過半数代表は意見書を

書くだけで、協議はできないはずだ。 

法 人：我々法人としては、労働協約を組合と過半数代表者それぞれと別に締結したいと考えてい

るが。 

組 合：過半数代表者と労働協約を結べるわけがないだろう。 

組 合：組合と過半数代表者とは違う。組合は交渉権があるから協議できるが、過半数代表者は法

人がやることについて意見書は書くが、協議はしない。 

組 合：過半数代表者が法人と協議ができる根拠となる条文を言ってくれ。労働基準法の何条に過

半数代表者が協議すると書いてあるのか、弁護士のサインと押印した文書で回答してくれ。 

法 人：ここの書き方が、法人のとらえ方というのが…。 

組 合：バカを言うな。法人の労働基準法や過半数代表者の理解が間違っているということだろう。 

組 合：法人が勝手に思っていることがどこでも通用すると思っているのか？ 

組 合：（法人は）組合があろうがなかろうが、過半数代表者さえいれば勝手にできると思ってい

るのではないのか。だから、そういう考えがこういう言葉となって出てしまうのだろう。 

 

上記の過半数代表者の選出に関する交渉と合わせて読むと、法人・事務局側がいかに牽強付会ばか

りしているかがわかるでしょう。このような法人・事務局側を、組合はどうやって信用できるという

のでしょうか。 

 

地位確認訴訟の第１１回・第１２回・第１３回裁判が開かれました 

ロシア語専攻の特任准教授による地位確認と未払い給与の支払いを求める裁判は、これまで第１１

回裁判から第１３回裁判まで以下のように行われてきました。 

 ７月１７日 第１１回裁判（非公開） 

 ９月２６日 第１２回裁判（証人尋問・公開） 

 １１月１４日 第１３回裁判（結審・公開） 

 

９月２６日に行われた第１２回裁判は公開で行われ、原告側２名と被告側１名の合計３名の証人尋
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問が行われました。その中で、被告側証人となった元理事は、原告ら特任教員に対する雇用契約の更

新の手続きについて問われると、「それは人事担当の事務職員がやったことだ」、「理事会が枠組みを作

って、理事長が主導したのであり、自分はその事実を伝えたに過ぎない」などと述べました。最後に、

裁判官から原告ら特任教員に対して雇用契約に関する明確な説明をせず、法人による雇止めの方針を

伝えなかった理由を問われると、元理事は「人として、当人を目の前にして言い出せなかった」と答

えました。 

在任中は理事という自らの地位と権力にものを言わせて、私たち教職員の労働条件をほしいままに

左右しておきながら、その責任を問われると全て現場の事務職員に押し付け、自らは知らぬ存ぜぬを

押し通し、逃げの一手です。そして、こうした無責任な姿勢を持つのは、決してこの元理事だけでは

ないでしょう。 

 裁判は、次回の第１４回裁判で判決が言い渡されます。来年の２月１３日（水曜日）１３時１０分

から、札幌地方裁判所７階の公開法廷において、裁判長による判決の言い渡しが予定されています。 

 

組合勉強会および忘年会のお知らせ 

 先日メールでお知らせしましたが、２０１８札幌大学教職員組合秋の勉強会を、１１月１５日（木

曜日）に酪農学園大学前学長の干場信司先生をお招きして開催しました。 

 続いて、２０１８札幌大学教職員組合冬の組合勉強会第 1 回を下記のように開催します。 

 

教職員組合２０１８冬の組合勉強会第１回 

  張偉雄氏講演会「カンフー気功・養生講座」 

日時：１２月７日（金曜日）１７時～１８時 

会場：「多目的室」（リンデンホール２階）※前回の勉強会と同じです。 

 

どなたでも参加できます。講座では、簡単なカンフーや気功の動きの体験もありますので、動きやす

い服装でお越しください。終了後は、組合事務室にて懇親会を予定しています。詳細は添付したチラ

シをご覧ください。 

また、その翌週は下記のように組合主催の忘年会を予定しています。 

  

日時：１２月１４日（金曜日）１８時より 

場所：大庄水産 札幌・読売北海道ビル店（JR 札幌駅南口、大丸百貨店向かいの、ホテルグレ

イスリー札幌２階） 

※費用について、組合より、組合員は全額補助、非組合員は半額補助がそれぞれあります。 

 

忘年会もどなたでも参加できますので、参加を希望される方は、１２月９日（金曜日）までに執行委

員までご一報ください。 

 


